
令和７年度 岩沼市会計年度任用職員（保育士）採用試験実施要領 

 

岩沼市会計年度任用職員の給与、費用弁償等に関する条例に基づく会計年度任用職員（保育士）

の採用試験を次により実施します。 

 

１ 試験区分及び採用予定人数等 

 職種 採用予定人数 業務内容 勤務施設 

① 保育士 若干名 保育補助 市内保育所 

 

２ 受験資格 

  保育士資格を有する方 

   ※ただし、次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

  ・日本国籍を有しない者 

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

  ・岩沼市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 申込方法及び受付期間等 

 ・履歴書及び資格を証明できるものの写しを、岩沼市健康福祉部子ども福祉課まで持参してくだ

さい。その際、封筒の表側に「会計年度任用職員採用試験申込（保育士）」と朱書きしてくださ

い。 

 ・受付期間：令和７年１０月１日（水）から同１０月１５日（水）まで 

       ※ただし、任用者がいない場合は受付期間を延長します 

    

４ 試験内容 

内容 日時・場所 合否発表 

面接試験 未定（申込者に対し、後日

連絡します） 

試験終了後、受験者全員に

通知します。 

 

５ 勤務時間及び報酬等 

（１）勤務時間：週 31時間（7時 15分～19時 15分のシフト制、土曜日勤務あり） 

        ※7時 15分からの勤務または 19時 15分までの勤務が可能な方 

※週当たりの勤務時間については相談に応じます       

（２）報酬月額：月額 177,360円 

※常勤職員に準じて、通勤に係る費用が別途支給されます。 

※上記月額は、週 31 時間勤務で一定の職務経験などを有している場合の報酬額

になります。詳しくは市条例・規則に則り計算します。 



※月末締めの翌月払いになります。 

（３）期末勤勉手当：条例を根拠に期末勤勉手当が支給されます。 

（４）任用期間：試験合格月又は試験合格翌月から令和８年３月３１日まで 

（勤務実績等によって、２回まで再度任用される場合があります。） 

 

６ 福利厚生等 

 ・任用期間等により、社会保険、雇用保険に加入します。 

 ・規則に基づき、有給休暇（年次休暇及び特別休暇）が付与されます。 

 ※週４日以上勤務する方で、車通勤で職員駐車場を使用する場合は、使用料（月額２５０円）が 

必要となります。 

 

７ 結果の開示 

この試験の結果については、次のとおり口頭で開示を請求することができます。開示を希望す

る場合は、受験者本人が、受験票及び本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券等）を

持参のうえ、「８ 問い合わせ・申込先」まで直接お越しください。なお、電話やはがき等による

開示の請求はできません。 

  ・開示内容：総合順位及び総合得点 

  ・開示期間：合格発表の日から１ヶ月間 

 

８ 問い合わせ・申込先 

〒９８９－２４８０ 岩沼市桜一丁目６番２０号  

岩沼市健康福祉部子ども福祉課 保育支援係 

 電話：０２２３－２３－０８２６ 

 


